
 

 

 

 

令和５年７月１１日、東金国際こども園への移行に係る３者協議会第４回会議を開催しましたの

でお知らせします。 

 

３者協議会構成員 

東金市立東金幼稚園 PTA ２名（１名欠席） 

東金市立第１保育所保護者会 ２名（１名欠席） 

社会福祉法人ユーカリ福祉会 ２名（事務総長・園長予定者） 

東金市 ４名（こども課長・学校教育課長・第１保育所長・東金幼稚園長） 

 ※その他、園舎設計事務所、市事務局 

 

 

協議事項 

(1) 保護者アンケート（３回目）に対する回答について 

(2) デイリープログラムの案について 

(3) 園児の交流保育について 

 

報告事項 

(1) 園舎建設工事の進捗状況について 

(2) 保育標準時間認定について 

(3) 利用者負担額について 

(4) 引継ぎ保育計画及び実施状況について 

(5) 東金国際こども園の特色ある取り組みについて 

 

いずれも、別紙資料のとおり。 

東金国際こども園の工事については、３月末に着工し、予定通り順調に進んでいます。 

 

質疑・意見／回答 

 

№ 質疑・意見 回答（ユーカリ福祉会／市） 

１ 第１保育所の乳児（０・１・２歳児）は、

９時におやつを食べているが、東金国

際こども園ではどうなるのか？ 

子どもの発達を考えると遊びを中断しない方が良

いので、おやつにより遊びが途切れてしまわない

ように配慮したいと考えますが、０・１歳児には

必要に応じておやつの提供を行います。また、在

園時間、ご家庭や子どもの様子をみながら実施し

ていきます。 

東金市市民福祉部こども課 

東金市教育委員会学校教育課 



№ 質疑・意見 回答（ユーカリ福祉会／市） 

２ 第１保育所の乳児の午後のおやつは、

１５時と１７時（１７時は保護者持参）

に食べている。東金国際こども園では

１５時のあと１８時１５分に補食とい

うと、かなり間が空いてしまうがいか

がか。 

１５時のおやつをしっかりと食べることで大丈夫

であろうと考えており、１８時１５分のおやつは

園が用意し、保護者のおやつ持参や費用負担は無

しとする予定です。 
※幼児の預かり保育のおやつは実費徴収となります。 

３ 交流保育には、法人の先生がかかわる

のか？ 

園長予定者・副園長予定者・担任保育教諭予定者

等が、引継ぎ保育として、交流保育も一緒に行う

予定です。 

４ 保育標準時間認定が 7:00～18:00 に

前倒しとなるのは、第１保育所の保護

者の要望に応じたものか？ 

第１保育所では、前後どちらの時間外保育の利用

者も一定数おり、東金国際こども園の運営面も考

慮してこのように決めたものです。 

５ 給食費が東金幼稚園・第１保育所より

高くなることについて、１号認定は食

数が増えるが、２号認定はどうか？ 

 

 

２号認定の食数は今と同じです。給食費が少し高

くなりますが、できれば無農薬米、減農薬野菜、

合成保存料を使用していない食材など、なるべく

安全な食事を提供したいと考えており、また、物

価上昇もあって材料費が高くなりますが、子ども

のときに安全なものを食べることは身体作りに重

要だと考えています。 

６ 第１保育所では、時間外保育の臨時利

用は３０分単位だが、なぜ東金国際こ

ども園は６０分単位なのか。 

 

管理が煩雑にならないように、また、保護者に余

裕をもって迎えにきていただくために設定したも

のです。 

 

７ ２・３号認定の土曜日利用の料金は？ 

 

２・３号認定については、第１保育所と同じで通

常保育となるため、料金はかかりません。また、

給食の提供も行います。 

８ ＩＣタグなどに係る保護者負担はある

か？ 

保護者の負担は無しで法人が負担する予定です。

例えば、ＩＣカードを使用した登退園管理、スマ

ホやタブレットを使用した連絡帳等のやりとり、

ＩＣタグを使用した保育中の居場所の管理、０歳

児のお昼寝中のチェックシステム等の導入を検討

中です。もちろん、安全面から言えば目視するこ

とが原則であり機械は補助的な役割ですが、ＩＣ

Ｔの導入により安全性・利便性を高めることを目

的として検討しています。なお、ＩＣタグを紛失

等した場合には、5,000 円程度の実費徴収をさせ

ていただきます。 

９ ＩＣタグにより保護者が居場所を確認

できるということか？ 

園のタブレット等により職員が確認するもので

す。 
 
 

今後の予定 

保護者説明会を実施します。 

・東金幼稚園の保護者対象：７月１８日９：１５～（東金幼稚園） 

・第１保育所の保護者及びその他入園希望の方：７月２９日１３：３０～（東金中央ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ） 

次回の３者協議会は、必要に応じて開催いたします。 

 
【問い合わせ先】東金市 市民福祉部 こども課 こども係 

TEL 0475-50-1229 FAX 0475-50-1249 E-mail : kodomo@city.togane.lg.jp 


